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企業年金基金清算結了公告

当企業年金基金は、令和８年６月１日近畿厚生
局長の承認により清算を結了したので、確定給付
企業年金法施行令第63条第２項の規定に基づき公
告します。
令和８年６月 18 日
兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番19号

コープこうべ企業年金基金
清算人 山下 信孝

解 散 公 告

当 社 は 、 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 開 催 の 臨 時 株 主

総 会 の 決 議 に よ り 解 散 い た し ま し た の で 、 当 社 に

債 権 を 有 す る 方 は 、 本 公 告 掲 載 の 翌 日 か ら 二 箇 月

以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 六 月 十 八 日

青 森 県 十 和 田 市 穂 並 町 一 番 三 五 一 号

有 限 会 社 下 斗 米 教 材

清 算 人 下 斗 米 公 子

解 散 公 告

当 法 人 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 九 日 開 催 の 社 員 総

会 の 決 議 に よ り 解 散 い た し ま し た の で 、 当 法 人 に

債 権 を 有 す る 方 は 、 本 公 告 掲 載 の 翌 日 か ら 二 箇 月

以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 六 月 十 八 日

岩 手 県 二 戸 市 石 切 所 字 上 里 沢 三 番 地

一 般 社 団 法 人 北 い わ て ア パ レ ル 産 業 振 興 会

代 表 清 算 人 大 沢 貴 規

解 散 公 告

当 社 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 五 日 開 催 の 株 主 総 会

の 決 議 に よ り 令 和 八 年 五 月 三 十 一 日 を も っ て 解 散

い た し ま し た の で 、 当 社 に 債 権 を 有 す る 方 は 、 本

公 告 掲 載 の 翌 日 か ら 二 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ

い 。
な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 六 月 十 八 日

仙 台 市 若 林 区 新 寺 一 丁 目 五 番 二 六 号 レ イ ン

ボ ー 仙 台 六 〇 一 有 限 会 社 い ち に い ま る

清 算 人 川 原 幸 夫

会 社 そ の 他 の 公 告

解 散 公 告

当 社 は 、 令 和 八 年 一 月 二 十 九 日 総 社 員 の 同 意 に

よ り 解 散 い た し ま し た の で 、 当 社 に 債 権 を 有 す る

方 は 、 本 公 告 掲 載 の 翌 日 か ら 二 箇 月 以 内 に お 申 し

出 下 さ い 。

な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 六 月 十 八 日

北 海 道 遠 郡 せ た な 町 北 檜 山 区 太 櫓 一 一

五 四 二 〇 三 ０ ７ ３ １ 合 同 会 社

清 算 人 市 川 文 也

解 散 公 告

当 社 は 、 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 株 主 総 会 の 決 議

に よ り 解 散 い た し ま し た の で 、 当 社 に 債 権 を 有 す

る 方 は 、 本 公 告 掲 載 の 翌 日 か ら 二 箇 月 以 内 に お 申

し 出 下 さ い 。

な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 六 月 十 八 日

札 幌 市 中 央 区 南 十 一 条 西 二 十 丁 目 一 番 一 四 号

株 式 会 社 三 好 不 動 産 鑑 定 事 務 所

代 表 清 算 人 三 好 克 治
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